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「
感
度
」
を
重
視
し
、
僅
か
な
個

体
差
で
も
「
異
常
」
と
判
定
す
る

傾
向
が
あ
る
。
簡
易
検
査
と
し
て

学
校
健
診
等
で
広
く
行
わ
れ
て
き

た
が
、
本
検
査
で
「
色
覚
異
常
」

を
指
摘
さ
れ
て
も
、
実
際
に
日
常

生
活
上
の
困
難
や
就
労
に
お
け
る

能
力
障
害
な
ど
を
生
じ
な
い
こ
と

等
が
明
ら
か
に
な
り
、
03
年
度
よ

り
学
校
健
診
の
項
目
よ
り
削
除
さ

れ
た
▼
色
覚
に
関
す
る
個
体
差
は

Ｘ
染
色
体
に
お
け
る
遺
伝
子
多
型

に
よ
る
も
の
で
、
伴
性
遺
伝
の
形

式
を
と
る
も
の
が
知
ら
れ
て
い

る
。
日
本
人
男
性
の
約
８
％
は
、

色
の
識
別
に
関
わ
る
３
種
の
錐
体

細
胞
の
う
ち
、
中
間
色
（
Ｍ
）
あ

る
い
は
長
波
長
（
Ｌ
）
に
対
応
す

る
錐
体
細
胞
が
機
能
せ
ず
「
赤
緑

色
弱
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
Ｍ
細

胞
が
機
能
し
な
く
て
も
、
色
の
識

別
に
関
し
て
、
ほ
と
ん
ど
支
障
を

経
験
す
る
こ
と
は
な
い
。
Ｌ
細
胞

が
機
能
し
な
い
場
合
は
、
多
少
の

困
難
さ
を
経
験
す
る
こ
と
も
あ
る

が
対
応
可
能
な
場
合
が
多
い
▼

「
色
盲
」「
色
弱
」
は
実
態
を
反

映
し
な
い
用
語
と
し
て
廃
止
さ
れ

「
色
覚
異
常
」（
多
く
の
下
位
分

類
あ
り
）
と
総
称
さ
れ
て
い
る
。

最
近
は
「
色
覚
多
様
性
」
と
い
う

概
念
が
広
が
り
、
色
覚
異
常
の
有

無
で
制
限
の
あ
っ
た
一
部
職
種
も

「
個
別
の
適
性
を
重
視
す
る
」
方

針
を
打
ち
出
し
て
い
る
▼
「
君
は

色
弱
だ
か
ら
医
者
は
無
理
だ
ね
」

と
教
師
に
言
わ
れ
た
記
憶
が
あ

る
。
医
業
で
は
色
覚
異
常
に
よ
る

制
限
は
な
い
が
「
一
定
の
努
力
」

が
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
千
円
札
と

五
千
円
札
の
識
別
が
苦
手
な
私

は
、
色
覚
障
害
の
な
い
職
員
に
金

種
確
認
を
お
願
い
す
る
な
ど
「
一

定
の
努
力
」
を
し
て
い
る
（
眞
）

　

色
覚
検
査
と
い
え

ば
色
覚
表
を
用
い
た

石
原
式
検
査
を
思
い

出
す
方
が
多
い
で
あ

ろ
う
。
同
検
査
は
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政策解説

高
額
療
養
費
制
度
の
改
悪

皆
保
険
制
度
へ
の
信
頼
損
な
う

皆
保
険
制
度
へ
の
信
頼
損
な
う

　

石
破
政
権
は
２
０
２
５
年
度
予
算
案
で
、
高
額
療
養
費
の
自
己
負

担
限
度
額
を
す
べ
て
の
所
得
層
で
引
き
上
げ
る
方
針
を
示
し
た
。
こ

れ
に
つ
い
て
協
会
は
２
月
８
日
の
第
１
２
０
３
回
理
事
会
で
、
高
額

療
養
費
制
度
は
国
民
皆
保
険
制
度
の
根
幹
を
な
す
制
度
の
一
つ
で
あ

り
、
た
だ
で
さ
え
物
価
高
騰
で
生
活
が
困
窮
す
る
中
、
受
診
抑
制
に

拍
車
を
か
け
、
国
民
の
健
康
と
命
を
脅
か
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い

と
し
て
、
抗
議
声
明
を
発
表
し
た
（
全
文
２
面
）。
制
度
改
悪
の
問

題
点
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

制
度
改
悪

全
て
の
人
が
対
象

　

示
さ
れ
た
引
き
上
げ
案
で
は
、

特
に
中
所
得
・
低
所
得
層
の
負
担

が
大
幅
に
増
加
し
、
低
所
得
者
向

け
の
軽
減
措
置
は
設
け
ら
れ
な

い
。

　

例
え
ば
、
年
収
６
５
０
万
〜
７

７
０
万
円
の
人
の
負
担
限
度
額
は

月
８
万
１
０
０
円
か
ら
13
万
８
６

０
０
円
へ
73
％
増
、
年
収
５
１
０

万
〜
６
５
０
万
円
の
人
は
42
％

増
、
年
収
２
０
０
万
〜
２
６
０
万

円
の
人
は
38
％
増
と
な
る
（
図
）。

　

こ
の
制
度
改
悪
に
よ
り
、
が
ん

患
者
を
含
む
長
期
治
療
を
必
要
と

す
る
人
々
の
医
療
費
負
担
が
大
幅

に
増
加
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て

い
る
。
特
に
、
収
入
が
不
安
定
な

非
正
規
雇
用
者
や
、
治
療
に
よ
っ

て
収
入
が
減
少
す
る
人
々
に
と
っ

て
は
、
治
療
費
の
増
加
が
生
活
を

圧
迫
し
、
治
療
継
続
の
障
害
と
な

る
可
能
性
が
高
い
。

年
収
２
０
０
万
で

３
分
の
１
が
医
療
費
に

　

例
え
ば
、
民
間
の
男
性
勤
労
者

の
平
均
年
収
で
あ
る
年
収
５
６
９

万
円
の
人
が
血
液
が
ん
で
入
院
し

た
場
合
、
２
０
２
７
年
８
月
以

降
、
抗
が
ん
剤
治
療
の
最
初
の
３

カ
月
間
で
合
計
９
万
９
０
０
０
円

の
負
担
増
と
な
る
。
ま
た
、
病
衣

や
医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ
な
ど
の
生
活

関
連
費
用
や
、
１
日
約
１
５
０
０

円
の
入
院
食
事
代
も
自
己
負
担
と

な
る
た
め
、
医
療
費
以
外
の
出
費

も
大
き
な
負
担
と
な
る
。

　

よ
り
収
入
の
低
い
層
で
は
そ
の

影
響
は
さ
ら
に
深
刻
で
、
非
正
規

労
働
者
の
平
均
年
収
で
あ
る
年
収

２
０
２
万
円
の
非
正
規
労
働
者
が

進
行
性
乳
が
ん
の
治
療
を
受
け
る

場
合
、
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
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は
年
間
57
万
２
４
０
０
円
か
ら
63

万
６
３
０
０
円
へ
と
６
万
３
９
０

０
円
増
加
し
、
年
収
の
約
３
分
の

１
が
医
療
費
に
消
え
る
計
算
と
な

る
。

　

そ
も
そ
も
、
が
ん
罹
患
に
よ
る

平
均
年
収
の
減
少
率
は
36
％
に
も

及
ぶ
。
個
人
事
業
主
の
72
％
が
事

業
に
影
響
を
受
け
る
と
い
わ
れ
て

お
り
、
今
回
の
制
度
改
悪
は
患
者

の
経
済
的
困
窮
に
拍
車
を
か
け
る

も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
が
ん
以
外
に
も
、
診
療

所
で
も
行
わ
れ
る
生
物
学
的
製
剤

に
よ
る
自
己
免
疫
疾
患
の
治
療
、

Ｃ
型
肝
炎
の
Ｄ
Ａ
Ａ
治
療
、
Ｇ
Ｌ

Ｐ
―
１
受
容
体
作
動
薬
に
よ
る
糖

尿
病
・
肥
満
治
療
、
Ｐ
Ｃ
Ｓ
Ｋ
９

阻
害
薬
に
よ
る
高
脂
血
症
治
療
、

高
額
な
注
射
薬
に
よ
る
骨
粗
鬆
症

治
療
な
ど
で
も
、
高
額
療
養
費
制

度
は
利
用
さ
れ
て
お
り
、
診
療
所

の
外
来
で
も
医
師
が
患
者
に
合
わ

せ
て
最
適
な
治
療
を
選
択
で
き
な

く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

制
度
改
悪
の
理
由
は
破
綻

　

政
府
は
「
現
役
世
代
の
保
険
料

負
担
軽
減
」
を
理
由
に
、
負
担
限

度
額
の
引
き
上
げ
を
正
当
化
し
て

い
る
。
し
か
し
、
保
険
料
の
軽
減

と
、
重
篤
な
疾
患
を
持
つ
患
者
へ

の
負
担
増
に
は
直
接
の
関
係
が
な

い
。

　

厚
労
省
の
試
算
に
よ
れ
ば
、
今

回
の
見
直
し
に
よ
る
保
険
料
の
軽

減
額
は
年
間
１
１
０
０
円
〜
５
０

０
０
円
（
月
額
92
円
〜
４
１
７

円
）
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

勤
労
者
の
保
険
料
は
企
業
が
折
半

負
担
す
る
た
め
、
実
際
の
負
担
軽

減
額
は
月
46
円
〜
２
０
８
円
に
と

ど
ま
る
。

　

そ
も
そ
も
、
高
額
療
養
費
制
度

は
国
民
の
15
人
に
１
人
が
利
用
し

て
お
り
、
40
〜
59
歳
で
約
15
％
、

20
〜
39
歳
で
約
10
％
が
利
用
し
て

お
り
、
政
府
の
改
悪
案
は
全
く
現

役
世
代
の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
ら

な
い
ば
か
り
か
、
疾
病
を
持
つ
一

部
の
現
役
世
代
の
負
担
を
大
幅
に

引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。

国
や
自
治
体
の

責
任
を
後
退
さ
せ
る

　

高
額
療
養
費
制
度
は
、
医
療
費

の
窓
口
負
担
に
上
限
を
設
け
る
こ

と
で
、
患
者
負
担
を
他
の
先
進
国

並
み
の
12
％
程
度
に
抑
え
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
民
は
高
額

な
医
療
費
が
必
要
な
場
合
で
も
、

経
済
的
負
担
を
気
に
せ
ず
に
治
療

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
医
師
も
患
者
の
経
済
的
事
情

を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
最
善
の

治
療
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。

　

し
か
し
、
今
回
の
制
度
改
悪

は
、
厚
労
省
の
試
算
に
よ
れ
ば
、

国
や
地
方
の
負
担
が
１
６
０
０
億

円
削
減
さ
れ
る
。
こ
れ
は
実
質
的

に
国
民
皆
保
険
制
度
に
お
け
る
国

や
地
方
行
政
の
責
任
を
後
退
さ
せ

る
も
の
で
、
長
年
築
か
れ
て
き
た

国
民
皆
保
険
制
度
の
信
頼
を
崩
す

こ
と
に
な
る
。

政
府
は
一
部
修
正
を
示
唆

す
る
も
負
担
軽
減
こ
そ

　

制
度
改
悪
反
対
の
声
の
高
ま
り

を
受
け
、
福
岡
厚
労
大
臣
は
、
患

者
団
体
と
の
面
談
を
検
討
す
る
意

向
を
示
し
、「
患
者
の
声
を
真
摯

に
受
け
止
め
、
可
能
な
限
り
合
意

形
成
を
図
る
」
と
述
べ
た
。
石
破

首
相
も
「
当
事
者
の
理
解
を
得
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
最
大
限
努

力
す
る
」
と
答
弁
し
た
。
さ
ら

に
、
自
民
・
公
明
与
党
は
、
長
期

間
の
治
療
を
要
す
る
患
者
の
負
担

に
配
慮
す
る
方
向
で
見
直
し
を
検

討
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
部
修

正
で
幕
引
き
を
図
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
。

　

「
応
能
負
担
」
は
、
税
・
保
険

料
の
負
担
に
お
い
て
こ
そ
、
適
用

・
徹
底
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
使

用
者
や
高
所
得
者
ほ
ど
相
応
に
保

険
料
を
負
担
し
、
一
方
で
受
診
に

際
し
て
は
所
得
の
高
低
に
関
わ
り

な
く
、
平
等
な
負
担
水
準
に
す
べ

き
で
あ
る
。
負
担
限
度
額
引
き
上

げ
は
中
止
す
る
と
と
も
に
、
先
進

諸
国
で
見
て
も
高
い
「
原
則
３

割
」
の
窓
口
負
担
を
段
階
的
に
引

き
下
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

　

保
団
連
が
１
月
26
日
、
東
京

都
内
で
開
催
し
た
代
議
員
会

で
、
兵
庫
協
会
は
、
２
０
２
４

年
の
歯
科
会
員
増
加
数
で
全
国

３
位
と
な
り
表
彰
を
受
け
た
。

　

保
団
連
は
、
毎
年
１
月
か
ら

12
月
末
ま
で
の
全
国
各
協
会
・

医
会
の
医
科
・
歯
科
会
員
の
増

加
数
と
上
昇
率
の
上
位
３
団
体

を
表
彰
の
対
象
と
し
、
組
織
強

化
の
一
助
と
し
て
い
る
。

　

組
織
強
化
の
取
り
組
み
に
関

セ
ン
タ
ー
中
央
市
民
病
院
で
は

勤
務
医
向
け
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
セ

ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
な
ど
、
積

極
的
に
勤
務
医
対
策
を
進
め
て

い
る
と
紹
介
し
た
。

し
て
は
、
鈴
田
明
彦
理
事
が

文
書
発
言
。
１
年
間
で
３
６

０
人
の
新
規
入
会
者
を
得

て
、
実
増
27
人
、
会
員
数
は

７
７
４
５
人
に
到
達
し
、
結

成
以
来
55
年
、
一
度
も
前
年

比
の
年
末
会
員
数
を
減
ら
す

こ
と
な
く
、
最
高
現
勢
を
更

新
し
た
と
紹
介
。
役
員
・
会

員
の
紹
介
が
力
に
な
っ
た
こ

と
や
、
各
種
研
究
会
や
保
険

請
求
・
審
査
指
導
対
策
、
共

済
制
度
が
魅
力
と
な
っ
て
い

る
と
報
告
し
た
。

　

ま
た
、
昨
年
11
月
に
県
立

災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
が
入
会

し
た
他
、
加
古
川
中
央
市
民

病
院
で
医
局
前
に
宣
伝
ブ
ー

ス
を
設
置
、
神
戸
市
立
医
療

保団連代議員会
　歯科会員増加数が全国３位に

保団連の竹田智雄会長（右３人目）から表彰状を受け
取った（左端から）川村雅之副理事長・西山裕康理事
長・鈴田明彦理事・白岩一心・口分田真各副理事長　　
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16万円 20万円 36万円 44万円 62万円 71万円 103万円 127万円

80,100

167,400

252,600

444,300

360,300

290,400

252,300
220,500

188,400

138,600
113,400

88,20079,200
69,90060,600

36,300

平均的な収入を下回る
所得区分の引き上げ率
は緩和する

53万円
（年収約770万円）

83万円
（年収約1,160万円）

※矢印の引き上げ率は、令和７年８月の定率引き上げ時の数字
※厚労省社会保障審議会（医療保険部会）資料（2024年12月12日、１月23日）より作成

標準報酬月額

：現行

：細分化に伴う引き上げ後（2026年８月～）
：細分化に伴う引き上げ後（2027年８月～）

自己負担限度額
（70歳未満・定額分）

}

イメージ

：定率引き上げ後（2025年８月～）

＋10％

＋5％

図　政府の計画する負担限度額引き上げのイメージ

研究会や審査・指導対策研究会や審査・指導対策
　　　　　　共済が魅力に　　　　　　共済が魅力に
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中長期の資産形成に

保険医年金と積立年金DefLデフエル
〈４月１日受付開始〉

協会の共済はご加入
内容をまとめて管理。
ワンストップサービス
を提供します。

休業保障制度と所得補償保険
病気やケガによる休業も安心

グループ保険と新グループ保険
死亡・高度障害に

サイバープロテクター保険
サイバー攻撃への備えに

医師賠償責任保険
医事紛争に備えて

自動車保険と火災保険
団体割引きの

医療保険とガン保険

ドクターに最適を提供します

協会の新しい共済

介護保険Sasa＊L（ササエル）

　

あ
の
日
か
ら
30
年
。
２
０
２
５

年
１
月
18
日
、
西
宮
市
な
る
お
文

化
ホ
ー
ル
で
、
右
記
講
演
会
は
２

８
２
人
（
会
場
２
０
３
人
、
Ｚ
ｏ

ｏ
ｍ
79
人
）
が
参
加
し
て
開
催
さ

　

こ
の
間
の
、
光
熱
水
費
や
食
材

費
等
の
高
騰
を
受
け
、
協
会
は
１

月
27
日
、
医
療
機
関
を
対
象
に
し

た
財
政
措
置
の
実
施
・
拡
充
を
求

め
て
、
県
内
各
自
治
体
に
緊
急
の

要
望
書
を
提
出
し
た
。

　

光
熱
水
費
や
食
材
料
費
等
の
高

騰
は
医
療
機
関
の
診
療
機
能
の
維

持
や
経
営
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
る
が
、
診
療
報
酬
は
公
定

価
格
の
た
め
、
医
療
機
関
は
価
格

転
嫁
が
で
き
な
い
。
感
染
対
策
経

費
増
や
診
療
報
酬
マ
イ
ナ
ス
改
定

な
ど
を
受
け
、
経
営
基
盤
が
脆
弱

な
医
療
機
関
の
日
常
診
療
が
立
ち

行
か
な
く
な
れ
ば
、
地
域
住
民
へ

の
医
療
提
供
や
健
康
確
保
に
影
響

が
及
ぶ
。

　

要
望
書
は
、
政
府
の
「
重
点
支

援
地
方
交
付
金
」
を
活
用
し
、
す

べ
て
の
医
療
機
関
に
対
す
る
支
援

策
の
実
現
・
拡
充
を
求
め
て
い

る
。
す
で
に
い
く
つ
か
の
自
治
体

で
支
援
事
業
が
実
現
し
て
お
り
、

紹
介
す
る
。

市
町
の
物
価
高
騰

対
策
支
援
制
度

播
磨
町　

物
価
高
騰
に
お
け
る

医
療
機
関
等
に
対
す
る
支
援
金
助

成
事
業

対
象
施
設　

１
月
１
日
時
点
で
、

町
内
に
所
在
し
事
業
を
継
続
す
る

申
請
期
限　

２
月
28
日
（
金
）

問
い
合
わ
せ
・
送
付
先　

福
祉
保

険
部
健
康
福
祉
課　

☎
079
―
435
―

２
３
６
１

加
西
市　

原
油
価
格
高
騰
対
策

支
援
金

対
象
施
設　

２
０
２
４
年
10
月
１

日
で
、
開
業
後
１
年
を
経
過
し
て

い
る
事
業
所

対
象
経
費　

２
０
２
４
年
１
月
〜

12
月
の
う
ち
任
意
の
３
カ
月
の
光

熱
費
・
燃
料
費
（
電
気
代
、
ガ
ソ

リ
ン
代
な
ど
）
の
合
計

給
付
金
額　

上
記
対
象
経
費
の
20

％
（
千
円
未
満
切
捨
て
）（
上
限

30
万
円
）

申
請
方
法　

申
請
書
な
ど
を
郵
送

提
出　

申
請
期
限　

２
月
28
日
（
金
）
必

着問
い
合
わ
せ
・
送
付
先　

産
業
部

　

産
業
課　

☎
０
７
９
０
―
42
―

８
７
４
０

宍
粟
市　

医
療
機
関
等
に
お
け

る
光
熱
費
等
高
騰
対
策
支
援
事
業

対
象
施
設　

２
０
２
５
年
２
月
１

日
時
点
で
診
療
を
行
う
市
内
の
医

療
機
関

給
付
金
額　

１
万
５
０
０
０
円

申
請
方
法　

申
請
書
な
ど
を
郵
送

申
請
期
限　

２
月
18
日
（
火
）

（
予
定
）

問
い
合
わ
せ
先　

健
康
福
祉
部　

保
健
福
祉
課　

☎
０
７
９
０
―
62

―
１
０
０
０

丹
波
市　

中
小
企
業
者
物
価
高

騰
対
策
支
援
金

対
象
施
設　

２
０
２
４
年
の
売
上

原
価
と
経
費
の
合
計
が
３
６
０
万

円
以
上
で
、
同
年
の
売
上
総
利
益

率
（
粗
利
率
）
ま
た
は
営
業
利
益

率
が
、
直
前
の
３
年
（
２
０
２
１

〜
23
年
）
の
い
ず
れ
か
と
比
較

し
、
10
％
以
上
減
少
し
て
い
る
場

合給
付
金
額

10
万
円

申
請
受
付
期
間　

２
月
下
旬
〜
７

月
31
日
予
定

申
請
方
法　

決
ま
り
次
第
公
表

問
い
合
わ
せ
先　

産
業
経
済
部　

商
工
振
興
課　

☎
０
７
９
５
―
74

―
１
４
６
４

　

協
会
と
西
宮
・
芦
屋
支
部
が
１

月
18
日
に
開
催
し
た
「
阪
神
・
淡

路
大
震
災
30
年
の
集
い
」（
前
号

既
報
）。
参
加
し
た
半
田
伸
夫
先

生
の
感
想
を
紹
介
す
る
。

れ
た
。

　

は
じ
め
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ス
ト
ッ

プ
・
ザ
・
ア
ス
ベ
ス
ト
代
表
の
上

田
進
久
医
師
か
ら
、
阪
神
・
淡
路

大
震
災
で
の
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害

は
、
２
０
０
５
年
の
い
わ
ゆ
る
ク

ボ
タ
シ
ョ
ッ
ク
の
前
の
出
来
事
で

も
あ
り
、
明
確
な
実
態
調
査
す
ら

さ
れ
て
い
な
い
。
発
が
ん
性
の
高

い
青
石
綿
の
濃
度
測
定
を
抜
き

に
、
白
石
綿
の
濃
度
測
定
を
根
拠

平
洋
プ
レ
ー
ト
、
北
西
に
動
く
フ

ィ
リ
ピ
ン
海
プ
レ
ー
ト
の
上
に
あ

り
、
地
殻
変
動
の
た
び
に
地
震
が

起
こ
る
立
地
に
あ
る
。

　

震
災
は
地
震
災
害
を
指
す
言
葉

の
み
な
ら
ず
、
自
然
災
害
に
付
帯

し
た
、
人
的
災
難
を
も
含
め
た
意

味
合
い
が
あ
る
。
中
世
ま
で
の
社

会
で
の
震
災
と
、
現
代
社
会
の
震

災
は
異
な
る
。
特
に
都
市
部
で
の

震
災
で
は
災
害
規
模
が
極
め
て
大

き
く
な
り
、
そ
の
後
の
復
旧
に
も

多
大
な
コ
ス
ト
が
か
か
る
。

　

ま
た
、
地
震
国
日
本
に
と
っ

て
、
数
多
く
の
原
発
が
あ
る
こ
と

は
極
め
て
高
い
リ
ス
ク
を
負
っ
て

い
る
（
原
発
震
災
）。
地
震
が
起

こ
る
こ
と
を
想
定
し
た
社
会
を
構

築
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
さ

れ
た
。

　

元
京
都
大
学
原
子
炉
実
験
所
助

教
の
小
出
裕
章
先
生
は
、
国
内
原

発
が
南
海
ト
ラ
フ
地
震
で
被
害
を

う
け
た
ら
、
広
島
原
爆
の
数
千
倍

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
す
さ
ま
じ
い
被

害
に
な
る
と
付
け
加
え
た
。
さ
ら

に
環
境
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ア
イ

リ
ー
ン
・
美
緒
子
・
ス
ミ
ス
さ
ん

も
原
発
震
災
の
リ
ス
ク
を
訴
え

た
。

　

最
後
に
能
登
半
島
地
震
で
被
災

し
た
、
ね
が
み
み
ら
い
ク
リ
ニ
ッ

ク
院
長
の
根
上
昌
子
医
師
か
ら
、

超
高
齢
社
会
の
能
登
地
方
は
、
震

災
で
従
来
の
診
療
を
続
け
る
こ
と

自
体
が
困
難
と
な
っ
た
。
そ
ん
な

中
、
テ
レ
メ
デ
ィ
ス
ン
（
遠
隔
医

療
）
を
活
用
し
て
、
地
域
の
郵
便

局
を
キ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し

て
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
と
オ
ン
ラ
イ
ン

で
つ
な
ぐ
こ
と
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン

診
療
が
で
き
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ

た
。
ま
た
移
動
診
療
所
と
し
て
、

マ
イ
ク
ロ
バ
ス
に
診
療
所
の
機
能

を
も
た
せ
て
、
地
方
を
回
る
方
法

な
ど
も
紹
介
さ
れ
た
。
過
疎
の
地

域
こ
そ
Ｉ
Ｔ
が
役
立
つ
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

地
震
が
起
こ
る
こ
と
は
止
め
ら

れ
な
い
が
、
そ
の
後
の
生
活
再
建

と
日
常
生
活
を
ス
ト
レ
ス
少
な
く

続
け
る
た
め
の
道
筋
を
い
か
に
効

率
的
に
進
め
ら
れ
る
か
を
、
私
た

ち
は
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

そ
ん
な
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
い

た
。

　

ま
た
多
く
の
ポ
ス
タ
ー
展
示
が

あ
り
、
そ
こ
で
も
活
発
な
意
見
交

換
が
な
さ
れ
、
き
わ
め
て
内
容
の

濃
い
市
民
公
開
講
座
で
あ
っ
た
。

【
西
宮
市

半
田　

伸
夫
】

に
、
飛
散
ア
ス
ベ
ス
ト
の
危

険
性
が
過
小
評
価
さ
れ
、
今

日
に
い
た
っ
て
い
る
。
早
急

に
ア
ス
ベ
ス
ト
曝
露
し
た
人

の
実
態
調
査
と
、
定
期
的
な

検
診
を
す
る
必
要
が
あ
る
と

訴
え
ら
れ
た
。

　

メ
イ
ン
講
演
は
神
戸
大
学

の
石
橋
克
彦
名
誉
教
授
が
、

「『
大
地
動
乱
の
時
代
』
と

『
原
発
震
災
』」
を
テ
ー
マ

に
講
演
さ
れ
た
。

　

日
本
は
東
に
動
く
ア
ム
ー

ル
プ
レ
ー
ト
と
西
に
動
く
太

　（１面からのつづき）政府の打ち出した高額療養費の制度改悪に対し、協会が
２月８日、発表した抗議声明全文を掲載する。
 2025年２月８日

高額療養費制度の制度改悪に断固反対する
 兵庫県保険医協会
 第1203回理事会

　政府は、来年度予算案で、現在の高額療養費制度を改悪し、2025年８月以降、
現行の各年収段階に応じて傾斜をつけている負担限度額について、おおむね、
「住民税非課税」は2.7％増、「370万円未満」は５％増、「370万～770万円」は10
％増、「770万～1160万円」は12.5％増、「1160万円～」は15％増とするとしてい
る他、2026年８月以降、住民税非課税を除いた各年収段階を細分化した上で、各
年収段階内で年収が高い層から、引き上げ幅を高くする形で見直すとしている。
　高額療養費制度は、国際的に見ても高額な日本の定率１割から３割にも及ぶ医
療費窓口負担に上限を設けるもので、これにより、国民医療費における患者負担
は、他の先進諸国並みの12％程度に抑えられており、国民皆保険制度の根幹をな
す制度の一つである。
　この制度により、国民は、手術や入院、高額な薬剤などが必要な疾患にかかっ
ても、経済的な事情にそれほど左右されることなく、安心して医療が受けられ
る。また、医師も、患者の経済的事情をそれほど考慮することなく、最善の治療
を選択することができる。
　にもかかわらず、この制度を改悪し、医療費窓口負担の上限額を引き上げれ
ば、ただでさえ物価高騰で生活が困窮する中、受診抑制に拍車をかけることにな
る。結果、国民の健康と命を脅かすことになりかねない。
　高額療養費制度は、いつでも、どこでも、だれでも、世界最高水準の医療を、
比較的低い負担で受けられるという国民皆保険制度への信頼を担保する極めて重
要な制度であり、この制度が改悪されれば、長年かけて醸成されてきた国民皆保
険制度の国民からの信頼は崩れてしまう。
　さらに、政府は制度改悪の理由を「現役世代をはじめとする被保険者の保険料
負担の軽減を図る」としているが、被用者の実際の保険料軽減は月46円～208円
と微々たるもので、とても政策目標を達成できる水準ではない。
　「応能負担」は、税・保険料の負担においてこそ、適用・徹底されるべきであ
る。使用者や高所得者ほど相応に保険料を負担し、一方で受診に際しては所得の
高低に関わりなく、平等な負担水準にすべきである。負担限度額引き上げは中止
するとともに、先進諸国で見ても高い「原則３割」の窓口負担を段階的に引き下
げていくことが必要である。 以上

抗議声明

阪神・淡路大震災30年の集い阪神・淡路大震災30年の集い

地震国日本における
高い原発のリスクを強調

感
想
文

全国各地から話題提供者が集い、
多様な課題で意見交換　　　　

会
員
訃
報

ご
冥
福
を
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す

行
政　

愛
雄
先
生

洲
本
市　

内
科

24
年
３
月
10
日　

享
年
100
歳

稲
本　

孝
夫
先
生

西
宮
市　

歯
科

１
月
12
日　

享
年
87
歳

渡
辺　
　

聡
先
生

長
田
区　

外
・
内
科

24
年
11
月
10
日　

享
年
96
歳

堅
田　
　

均
先
生

西
宮
市　

内
・
呼
外
・
小
科

１
月
13
日　

享
年
76
歳

田
中　
　

宏
先
生

兵
庫
区　

内
・
麻
・
リ
ハ
科

１
月
15
日　

享
年
67
歳

松
田　

清
嗣
先
生

西
宮
市　

整
・
リ
ハ
科

１
月
15
日　

享
年
57
歳

―
県
内
市
町
に
緊
急
要
望
し
、
多
数
で
実
現

物
価
高
騰
に
対
し
医
療
機
関
へ

物
価
高
騰
に
対
し
医
療
機
関
へ

　
　

財
政
措
置
の
実
施
・
拡
充
を
！

　
　

財
政
措
置
の
実
施
・
拡
充
を
！

医
療
機
関

助
成
金
額　

無
床
診
療

所
10
万
円
、
病
院
・
有

床
診
療
所
20
万
円

申
請
方
法　

申
請
書
を

郵
送
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歯
科
部
会
は
１
月
12
日
、
協
会

会
議
室
で
定
例
研
究
会
「
病
気
を

も
っ
た
高
齢
者
が
歯
科
に
来
た
ら

ど
う
し
ま
す
か
？　

既
往
歴
／
服

用
薬
剤
確
認
の
基
本
・
歯
科
で
く

す
り
を
処
方
す
る
と
き
の
注
意

点
」
を
開
催
。
公
立
八
女
総
合
病

院
歯
科
口
腔
外
科
部
長
の
松
村
香

織
先
生
を
講
師
に
、
64
人
（
来
場

24
人
、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
40
人
）
が
参
加

し
た
。
三
ケ
山
茂
樹
先
生
の
感
想

を
紹
介
す
る
。

　

今
回
の
研
究
会
で
は
、
高
齢
者

が
来
院
し
た
時
に
慌
て
な
い
た
め

に
、
初
期
対
応
か
ら
疾
患
別
の
注

意
点
な
ど
、
歯
科
医
療
従
事
者
が

知
っ
て
お
き
た
い
医
科
知
識
に
つ

い
て
、
病
院
歯
科
口
腔
外
科
で
の

症
例
と
と
も
に
丁
寧
に
わ
か
り
や

す
く
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
松
村
香
織
先
生
に
は
大
変
感

謝
し
て
お
り
ま
す
。

　

全
身
疾
患
を
も
つ
患
者
へ
の
対

応
は
、
①
問
診
に
よ
る
既
往
歴
の

確
認
、
②
服
用
薬
剤
の
確
認
、
③

医
科
と
の
診
療
情
報
連
携
が
重
要

で
す
。

　

疾
患
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

未
治
療
の
患
者
は
意
外
と
多
く
、

高
血
圧
症
患
者
や
糖
尿
病
患
者
の

約
４
割
は
未
治
療
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
既
往
歴
の
有
無
に
関
わ
ら

ず
、
職
場
や
市
区
町
村
が
実
施
す

る
健
康
診
断
の
結
果
を
参
考
に
す

る
必
要
も
あ
り
ま
す
。

　

お
薬
手
帳
に
は
使
え
る
情
報
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
保
険
証
と

あ
わ
せ
て
必
ず
持
参
し
て
も
ら
い

ま
し
ょ
う
。
歯
科
治
療
に
際
し
て

注
意
が
必
要
な
薬
の
チ
ェ
ッ
ク
、

処
方
さ
れ
て
い
る
薬
剤
か
ら
疾
患

の
推
察
、
処
方
医
の
情
報
が
確
認

い
て
も
あ
る
程
度
歯
科
で
判
断
を

し
て
医
科
の
先
生
に
そ
の
方
針
で

よ
い
か
確
認
を
す
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。
歯
科
治
療
の
計
画
は
歯

科
で
立
案
す
る
こ
と
が
原
則
で

す
。

　

病
気
を
持
っ
た
高
齢
者
に
も
安

全
で
適
切
な
歯
科
治
療
を
提
供
で

き
る
よ
う
に
、
全
身
疾
患
や
薬
に

対
す
る
正
し
い
知
識
を
持
っ
て
歯

科
治
療
に
あ
た
り
ま
し
ょ
う
。

【
歯
科
・
準
会
員

 

三
ケ
山
茂
樹
】

　

歯
科
部
会
は
１
月
26
日
、
協
会

会
議
室
で
「
勤
務
医
の
た
め
の
開

業
実
現
セ
ミ
ナ
ー
・
理
想
の
歯
科

医
療
を
実
現
す
る
新
規
開
業
」
を

開
催
。
白
山
智
也
先
生
（
西
宮
市

・
し
ら
や
ま
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
院

長
）、（
株
）
エ
ニ
ー
タ
イ
ム
ヘ
ル

ス
ケ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー
の
細
羽
雄
太
氏
を
講
師

に
、
９
人
が
参
加
し
た
。

孤
独
だ
が
、
ス
タ
ッ
フ
の
前
で
は

虚
勢
を
張
っ
て
で
も
明
る
く
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」「
そ
の
た
め
に

も
、
目
指
す
べ
き
開
業
の
コ
ン
セ

プ
ト
と
、
譲
れ
な
い
自
分
の
一
線

や
経
営
方
針
の
練
り
上
げ
を
し
っ

か
り
と
す
べ
き
」
と
し
、
早
め
の

準
備
と
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
重
要
性

を
強
調
し
た
。

　

ま
た
細
羽
氏
は
「
開
業
コ
ン
セ

プ
ト
策
定
と
開
業
地
選
定
の
ポ
イ

ン
ト
」
を
テ
ー
マ
に
話
題
提
供

し
、
日
本
の
今
後
の
人
口
推
移
や

診
療
圏
分
析
の
例
を
紹
介
。「
Ｗ

Ｅ
Ｂ
な
ど
で
〝
小
児
歯
科
、
高
齢

者
歯
科
、
矯
正
な
ど
何
で
も
で
き

ま
す
〞
と
謳
う
よ
り
も
、
先
生
の

得
意
分
野
と
特
性
を
活

か
し
て
経
営
方
針
を
絞

り
こ
む
べ
き
」
な
ど
と

し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
「
や

り
が
い
と
働
き
や
す
さ

の
バ
ラ
ン
ス
が
重
要
と

感
じ
た
」「
コ
ロ
ナ
禍

で
の
開
業
の
リ
ア
ル
な

実
態
や
困
難
が
わ
か
っ

た
」
な
ど
の
感
想
が
出

さ
れ
た
。

で
き
ま
す
。

　

歯
科
か
ら
の
診
療
情
報

提
供
依
頼
に
つ
い
て
は
、

医
科
の
先
生
方
の
ほ
と
ん

ど
は
歯
科
の
治
療
内
容
に

つ
い
て
は
詳
し
く
ご
存
知

で
は
な
い
こ
と
を
ふ
ま
え

て
手
紙
を
作
成
し
ま
し
ょ

う
。

　

抜
歯
が
可
能
か
ど
う

か
、
ま
た
そ
の
時
期
に
つ

　

歯
科
部
会
は
１
月
26
日
、
柏
原

自
治
会
館
で
歯
科
「
診
断
力
」
ス

キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
㏌ 
丹
波

「
小
手
術
を
安
全
に
行
う
た
め
の

口
腔
解
剖
と
糖
尿
病
な
ど
全
身
疾

患
と
歯
科
治
療
の
留
意
点
」
を
開

催
。
県
立
丹
波
医
療
セ
ン
タ
ー
歯

科
口
腔
外
科
部
長
の
竹
内
純
一
郎

先
生
を
講
師
に
、
11
人
が
参
加
し

た
。
松
下
敏
司
先
生
の
感
想
を
紹

介
す
る
。

ご
講
演
で
も
あ
り
、
楽
し
み
に
し

て
お
り
ま
し
た
。

　

ま
ず
先
立
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た

歯
科
新
点
数
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
解
説

も
、
30
分
と
い
う
短
い
時
間
で
は

あ
り
ま
し
た
が
、
要
点
を
凝
縮
さ

れ
た
内
容
で
あ
り
、
も
う
一
度
再

確
認
す
る
良
い
機
会
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

口
腔
機
能
低
下
症
な
ど
に
対
す

る
取
り
組
み
は
な
か
な
か
厄
介
な

身
状
態
で
注
意
す
る
こ
と
、
投
薬

の
勘
所
な
ど
大
変
参
考
に
な
り
ま

し
た
。

　

ま
た
外
科
処
置
に
お
け
る
、
軟

組
織
損
傷
や
局
所
麻
酔
に
よ
り
後

上
歯
槽
動
脈
な
ど
に
仮
性
動
脈
瘤

の
形
成
、
破
裂
さ
せ
て
し
ま
い
異

常
出
血
を
き
た
す
場
合
が
あ
る
こ

と
や
、
上
顎
洞
の
形
態
の
分
か
り

や
す
い
図
示
、
換
気
と
排
泄
路
の

重
要
性
な
ど
初
め
て
聞
く
こ
と
も

あ
り
、
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し

た
。

　

後
の
質
疑
応
答
も
ア
ッ
ト
ホ
ー

ム
な
雰
囲
気
な
の
で
た
く
さ
ん
質

問
さ
せ
て
も
ら
い
、
丁
寧
に
ご
回

答
を
い
た
だ
き
感
謝
し
て
お
り
ま

す
。

　

ま
た
次
の
機
会
に
も
是
非
と
も

参
加
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い

ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
丹
波
市
・
歯
科　
松
下　

敏
司
】

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
特

に
糖
尿
病
な
ど
医
科
歯
科
連

携
は
重
要
で
あ
り
、
ま
た
積

極
的
に
連
携
を
と
る
こ
と
に

よ
り
加
算
点
数
を
算
定
し
な

が
ら
よ
り
有
効
な
治
療
を
お

こ
な
え
る
の
で
明
日
か
ら
す

ぐ
に
取
り
入
れ
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

竹
内
先
生
の
ご
講
演
で

は
、
す
ぐ
に
取
り
入
れ
ら
れ

る
実
践
的
な
内
容
ば
か
り
で

し
た
。

　

糖
尿
病
患
者
さ
ん
に
対
す

る
術
前
・
術
中
・
術
後
の
全

　

超
高
齢
社
会
の
歯
科
医
院
に

は
、
全
身
的
に
な
ん
ら
か
の
配
慮

を
必
要
と
す
る
基
礎
疾
患
を
有
す

る
高
齢
患
者
が
来
院
さ
れ
ま
す
。

感 想 文感 想 文

全
身
疾
患
を
も
つ

高
齢
患
者
さ
ん
へ
の
対
応
を
整
理

す
ぐ
に
取
り
入
れ
ら
れ
る

実
践
的
な
内
容
ば
か
り

理
想
の
歯
科
開
業
の

ポ
イ
ン
ト
学
ぶ

歯
科
定
例
研
究
会

歯
科「
診
断
力
」ス
キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
in
丹
波

歯
科
開
業
実
現
セ
ミ
ナ
ー

　

白
山
先
生
は
「
私
の
開
業
体
験

　

開
業
医
の
診
療
と
経
営
の
実

際
」
を
テ
ー
マ
に
話
題
提
供
。

「
開
業
は
ス
タ
ッ
フ
あ
っ
て
の
も

の
。
決
断
に
次
ぐ
決
断
の
連
続
が

経
営
者
の
日
常
で
あ
り
、
院
長
は

　

初
め
て
会
員
懇
談
会
に
参
加
さ

せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　

地
元
開
催
で
あ
り
、
い
つ
も
大

変
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
丹

波
医
療
セ
ン
タ
ー
の
竹
内
先
生
の

〈医療DX推進体制整備加算（医療DX）について〉

〈健診と同一日の初・再診料の算定について〉

歯科保険請求
155

Ｑ１　医療DX加算が２月からレセプ
ト件数ベースの利用率になり、加算３
のマイナ保険証利用率の10％も満たさ
なくなったが施設基準の取り下げは必
要か。
Ａ１　施設基準の取り下げは必要あり
ません。なお、１月29日中医協総会で
医療DX加算見直しが答申され、2025

年４月～９月までの措置として３月31
日まで経過措置とされている「電子処
方箋の発行体制」について、導入状況
を踏まえ電子処方箋の導入要件なしの
医療DX加算４～６が新設されます。
また１月～の利用率実績の割合で４月
～９月は最低15％に引き上げられま
す。

　2024年12月６日付の疑義解釈（その
16）を掲載します。（医科歯科共通）

【初診料】
問１　自他覚的症状がなく健康診断を
目的とする受診により疾患が発見され
た患者について、当該保険医が、特に
治療の必要性を認め治療を開始した場
合は、「A000」初診料を算定できるか。
（答）不可。ただし、健康診断で疾患
が発見された患者が、疾患を発見した
保険医以外の保険医（当該疾患を発見
した保険医の属する保険医療機関の保
険医を除く）において治療を開始した
場合には、初診料を算定できる。
（参考）「診療報酬の算定方法の一部
改正に伴う実施上の留意事項につい
て」（令和６年３月５日保医発0305 第
４号）（抜粋）
第１節　初診料 A000 初診料
（中略）（５）自他覚的症状がなく健
康診断を目的とする受診により疾患が
発見された患者について、当該保険医

が特に治療の必要性を認め治療を開始
した場合は、初診料は算定できない。
ただし、当該治療（初診を除く）は、
医療保険給付対象として診療報酬を算
定する。
（６）（５）にかかわらず、健康診断
で疾患が発見された患者について、疾
患を発見した保険医以外の保険医（当
該疾患を発見した保険医の属する保険
医療機関の保険医を除く）において治
療を開始した場合は、初診料を算定す
る。

【再診料】
問２　保険医療機関が実施する健康診
断を受診する患者について、健康診断
の同一日に当該保険医療機関におい
て、１回の受診で保険診療を行う場合
は、再診料を算定することは可能か。
（答）保険診療として治療中の疾病又
は負傷に対する医療行為を、健康診断
として実施する場合は、再診料を算定
できない。

松村先生が全身疾患や服用薬剤を把
握し、医科との連携が重要と講演　

白山先生（左）から開業の経験談、細羽
氏（右）から開業のコンセプト策定の
ポイントを参加者に紹介　　　　　　

丹波医療センターの竹内先生（右端）を
講師とし、質疑応答も活発に交わされた
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夫
婦
別
姓
が
話
題
に
な
っ
て
い

る
。
結
婚
と
い
う
定
義
か
ら
見
て

も
反
対
で
あ
る
。
こ
れ
は
親
の
身

勝
手
で
、
子
ど
も
の
心
情
を
無
視

し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　

夫
婦
別
姓
に
す
る
と
子
ど
も
は

ど
ち
ら
の
姓
を
名
乗
る
の
か
は
、

自
分
で
は
決
め
ら
れ
な
い
。
昔
の

制
度
で
は
、
養
子
に
行
か
な
け
れ

ば
父
方
の
姓
、
行
く
な
ら
ば
母
方

の
姓
程
度
の
漠
然
と
し
た
定
義
し

か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
方

が
、
母
親
の
姓
を
名
乗
っ
た
子
ど

も
は
、
正
室
の
子
か
側
室
の
子

か
、
判
断
に
困
る
と
い
っ
た
が
、

私
の
意
見
で
は
な
い
。

　

子
ど
も
の
姓
は
、
昔
流
に
、
男

性
が
養
子
に
行
か
な
け
れ
ば
父
親

の
姓
、
養
子
に
行
け
ば
母
方
の
姓

　

政
府
は
昨
年
末
第
７
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
（
案
）
と
地
球
温

暖
化
対
策
計
画
（
案
）
を
ま
と
め
、
１
月
下
旬
ま
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）
を
実
施
し
た
。
こ
の
両
計
画
案
は
、
Ｄ
Ｘ
な

ど
の
推
進
な
ど
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
は
増
え
る
こ
と
、
地
球

温
暖
化
対
策
を
理
由
と
し
て
「
原
発
依
存
度
を
可
能
な
限
り
低
減
す

る
」
と
す
る
文
言
を
な
く
し
、
原
子
力
を
最
大
限
に
活
用
す
る
姿
勢

を
明
確
に
し
て
い
る
も
の
。

　

協
会
は
１
月
26
日
に
森
岡
芳
雄
環
境
・
公
害
対
策
部
長
名
で
両
計

画
に
意
見
を
提
出
し
た
。
意
見
の
要
旨
を
掲
載
す
る
。

Ｄ
Ｘ
を
、無
差
別
・
無
分
別
に

導
入
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

　

両
計
画
集
は
Ｄ
Ｘ
な
ど
の
進
展

に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
が
増

え
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
と
し
て

い
る
が
、
そ
の
根
拠
・
推
計
は
希

薄
で
あ
る
。

　

ま
た
、
政
府
は
デ
ー
タ
セ
ン
タ

ー
な
ど
の
稼
働
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
の
増
大
を
喧
伝
し
て
い
る

が
、
そ
れ
こ
そ
、
活
用
分
野
の
制

限
と
マ
イ
ク
ロ
デ
ー
タ
回
線
へ
の

光
回
線
の
導
入
な
ど
の
技
術
革
新

に
努
め
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
量
を

最
大
限
抑
制
す
べ
き
で
あ
る
。

「
原
発
依
存
度
の
低
減
」を

削
除
せ
ず
、
維
持
す
べ
き

　

２
０
１
１
年
３
月
11
日
、
東
京

電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
が
起

き
、
原
子
力
発
電
の
深
刻
で
甚
大

な
被
害
を
も
た
ら
す
リ
ス
ク
は
明

ら
か
で
あ
る
。
原
発
事
故
か
ら
14

年
近
く
経
過
し
て
も
な
お
、
福
島

第
一
原
発
事
故
の
真
相
は
、
解
明

さ
れ
て
い
な
い
。
多
く
の
山
野
が

除
染
さ
れ
ず
放
置
さ
れ
、
原
子
力

非
常
事
態
制
限
は
な
お
、
解
除
さ

れ
て
お
ら
ず
、
原
子
炉
格
納
容
器

内
か
ら
取
り
出
せ
た
デ
ブ
リ
は
、

微
量
で
し
か
な
い
。
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ｓ
汚

染
処
理
水
は
、
微
量
で
は
あ
る
も

の
の
、
幾
多
の
毒
性
の
強
い
放
射

性
物
質
を
含
み
な
が
ら
、
延
々
と

垂
れ
流
さ
れ
続
け
、
希
釈
を
理
由

に
安
全
と
称
し
て
い
る
が
、
地
球

環
境
に
蓄
積
し
、
汚
染
し
続
け
て

い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
被
害

に
対
す
る
補
償
や
生
活
環
境
の
安

全
性
を
回
復
す
る
問
題
、
使
用
済

み
燃
料
（
核
廃
棄
物
の
最
終
処

分
）
の
問
題
、
廃
炉
の
目
途
さ
え

つ
い
て
い
な
い
。

　

原
発
の
危
険
性
は
高
ま
っ
た
と

言
え
、
そ
の
評
価
を
新
た
に
加
え

る
べ
き
で
あ
る
。
原
発
を
発
電
時

の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
比
較

か
ら
『
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
』

と
呼
ぶ
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
は
、

決
し
て
許
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は

な
い
。
ミ
サ
イ
ル
ど
こ
ろ
か
、
ド

ロ
ー
ン
数
十
機
や
、
サ
イ
バ
ー
テ

ロ
に
よ
っ
て
、
簡
単
に
日
本
の
原

発
は
、
破
壊
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
安
全
性
の
確
保
を
最
優
先
と

し
、『
安
全
神
話
』
に
陥
っ
て
悲

惨
な
事
態
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
い
う
反
省
を
一
時
た
り

と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。」
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
原
発
は
廃
止

・
廃
炉
し
か
な
い
。
脱
原
発
を
前

提
と
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
計
画
を
立

て
る
べ
き
で
、
原
発
を
電
源
構
成

に
加
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
。核

燃
料
サ
イ
ク
ル
の

推
進
政
策
を
や
め
る
べ
き

　

使
用
済
み
核
燃
料
の
再
処
理
、

プ
ル
サ
ー
マ
ル
「
計
画
」
は
現
在

も
技
術
の
確
立
の
見
通
し
も
た
た

な
い
状
態
で
あ
る
。
プ
ル
サ
ー
マ

ル
は
、
現
在
稼
働
中
の
原
発
で
プ

ル
ト
ニ
ウ
ム
を
燃
焼
す
る
方
式

で
、
原
発
の
危
険
性
は
さ
ら
に
増

大
す
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
現

在
ま
で
に
安
全
性
の
確
立
が
さ
れ

ず
、
リ
ス
ク
の
高
い
再
処
理
や
プ

ル
サ
ー
マ
ル
等
に
取
り
組
む
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。

石
炭
火
力
、化
石
燃
料
か
ら

２
０
３
０
年
ま
で
に
脱
却
を

　

計
画
案
で
は
、「
非
効
率
な
石

炭
火
力
の
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
を
着

実
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
喫
緊

の
課
題
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

気
候
危
機
を
止
め
る
た
め
に
必
要

な
「
化
石
燃
料
か
ら
の
脱
却
」
が

国
際
会
議
で
も
合
意
さ
れ
た
が
、

日
本
は
水
素
や
効
率
の
悪
い
ア
ン

モ
ニ
ア
混
焼
、
不
安
定
・
不
確
実

な
Ｃ
Ｏ
２
を
改
修
し
て
貯
留
す
る

「
Ｃ
Ｃ
Ｓ
」
な
ど
の
排
出
削
減
対

策
を
唱
え
、
石
炭
火
力
発
電
、
ガ

ス
火
力
発
電
を
使
い
続
け
よ
う
と

し
て
い
る
。

　

化
石
燃
料
を
毎
年
数
十
兆
円
も

か
け
て
輸
入
す
る
の
で
は
な
く
、

再
エ
ネ
や
省
エ
ネ
に
投
資
し
て
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
率
を
高
め
る
べ

き
で
あ
る
。

再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

最
大
限
利
用
と
脱
原
発

　

「
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
案
」

で
は
世
界
全
体
で
の
１
・
５
度
目

標
実
現
に
向
け
、
日
本
も
１
・
５

度
目
標
に
整
合
的
で
野
心
的
な
目

標
・
経
路
を
設
定
す
る
、
２
０
３

０
年
度
46
％
削
減
（
さ
ら
に
50
％

の
高
み
に
向
け
て
挑
戦
を
続
け
る

こ
と
）
２
０
５
０
年
ネ
ッ
ト
ゼ
ロ

を
目
指
す
と
示
し
て
い
る
が
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
供
給
を
実
現
す

る
た
め
に
、
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

最
大
限
利
用
と
脱
原
発
こ
そ
が
あ

る
べ
き
方
向
で
あ
る
。

　

化
石
燃
料
の
価
格
は
乱
高
下
し

な
が
ら
上
昇
し
続
け
る
中
、
太
陽

光
や
風
力
な
ど
の
自
然
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
発
電
コ
ス
ト
は
化
石
燃
料
を

確
実
に
下
回
っ
て
い
る
。
世
界
各

国
で
は
、
こ
の
10
年
間
で
自
然
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
飛
躍
的
導
入
が
進

み
、
２
０
２
３
年
の
太
陽
光
や
風

力
発
電
の
年
間
導
入
量
は
過
去
最

高
の
５
０
０
Ｇ
Ｗ
に
達
し
た
。

　

地
球
の
気
温
上
昇
を
１
・
５
度

に
抑
え
る
た
め
に
、
再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
３
倍
に
拡
大
す
る
計

画
を
策
定
す
る
べ
き
。

を
名
乗
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

話
は
変
わ
る
が
、
夫
婦
別
姓
で

な
い
た
め
、
問
題
に
な
っ
た
例
が

あ
っ
た
。
無
給
医
の
医
者
が
美
人

の
一
人
娘
に
恋
を
し
た
。
養
子
に

行
く
と
の
条
件
で
婚
約
を
果
た
し

た
の
で
あ
る
が
、
一
つ
問
題
が
起

こ
っ
た
。

　

彼
は
、
学
位
論
文
の
提
出
直
前

で
あ
り
、
学
位
論
文
に
は
、
主
論

文
一
つ
と
副
論
文
二
乃
至
三
編
が

必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
困
っ

た
。
主
論
文
と
副
論
文
と
の
苗
字

が
違
う
と
審
査
に
通
ら
な
い
。
元

の
苗
字
で
学
位
を
授
与
さ
れ
て

も
、
養
子
に
行
く
と
そ
の
学
位
は

使
え
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
養
子
に
行
か
な
い
と
、
前

言
を
翻
し
た
の
で
、
彼
女
の
父
親

が
怒
っ
た
。
医
学
部
の
事
情
を
ご

存
知
で
も
怒
る
方
が
当
然
だ
と
思

う
。
そ
こ
で
折
衷
案
と
し
て
第
一

子
の
男
性
は
母
方
の
姓
を
名
乗
る

こ
と
で
親
同
士
の
了
解
は
得
ら
れ

た
。

　

と
こ
ろ
が
ド
ッ
コ
イ
。
大
人
の

世
界
で
は
納
得
で
き
た
が
、
物
心

が
つ
い
た
子
ど
も
に
と
っ
て
は
違

う
。
な
ぜ
、
私
と
両
親
の
姓
が
違

う
の
か
と
親
に
迫
り
、
親
が
説
得

し
て
も
納
得
で
き
ず
、
悩
ん
だ
。

全
て
の
方
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ

う
な
子
ど
も
が
多
い
こ
と
を
経
験

し
た
。

　

そ
こ
で
外
国
の
よ
う
に
今
ま
で

の
姓
の
上
に
、
新
し
い
姓
を
載
せ

れ
ば
よ
い
と
思
う
。
そ
う
す
れ

ば
、
私
の
家
内
も
華
道
や
茶
道
の

免
許
状
が
蘇
っ
て
く
る
。
子
ど
も

が
成
人
に
な
れ
ば
、
老
親
の
い
ず

れ
の
姓
も
名
乗
れ
る
よ
う
に
法
律

を
変
え
た
ら
い
か
が
か
な
と
漠
然

と
考
え
て
い
る
。

員員 稿稿
会 投

夫
婦
別
姓
あ
れ
こ
れ

灘
区　

岡
本　

好
司

雪
の
花　
　
　

―
と
も
に
在
り
て
―

白岩一心
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２
０
０
６
年
寺
尾
聰
さ
ん
が
主

演
し
た
『
博
士
の
愛
し
た
数
式
』

で
日
本
中
に
感
動
の
渦
を
も
た
ら

し
た
小
泉
堯
史
監
督
が
、
作
家
吉

村
昭
氏
の
１
９
８
８
年
発
表
同
名

小
説
を
映
画
化
し
た
「
雪
の
花
―

と
も
に
在
り
て
―
」
を
紹
介
し
ま

す
。
江
戸
時
代
に
多
く
の
人
命
を

奪
っ
た
天
然
痘
と
闘
い
地
域
医
療

に
貢
献
し
た
医
師
（
町
医
者
）
の

実
話
を
描
い
て
い
る
ス
ト
ー
リ
ー

で
す
。

　

江
戸
時
代
末
期
、
有
効
な
治
療

法
が
な
く
多
く
の
人
の
命
を
奪

い
、
死
に
至
る
病
と
し
て
恐
れ
ら

れ
て
い
た
痘
瘡
（
天
然
痘
）
が
猛

威
を
振
い
ま
す
。
福
井
藩
の
町
医

者
で
漢
方
医
・
笠
原
良
策
は
、
患

者
さ
ん
を
救
い
た
く
て
も
何
も
で

き
な
い
自
分
自
身
に
、
無
力
感
と

脱
力
感
を
抱
い
て
い
ま
す
。

　

自
責
に
さ
い
な
ま
れ
、
ど
ん
ど

ん
落
ち
込
む
良
策
は
、
妻
の
千
穂

に
明
る
く
献
身
的
に
励
ま
さ
れ
ま

す
。
何
と
か
し
て
病
気
に
苦

し
む
人
々
を
救
う
方
法
を
見

つ
け
出
そ
う
と
す
る
良
策

は
、
京
都
の
蘭
方
医
・
日
野

の
教
え
を
請
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

日
野
の
研
究
塾
で
、
疱
瘡
（
天

然
痘
）
の
治
療
法
を
捜
し
求
め
て

い
た
あ
る
日
、
外
国
で
行
わ
れ
て

い
る
種
痘
（
予
防
接
種
）
と
い
う

方
法
を
知
り
ま
す
。
そ
の
「
種
痘

（
予
防
接
種
）」
が
、
外
国
か
ら

日
本
国
内
に
伝
わ
っ
た
こ
と
を
知

り
、
私
財
を
投
げ
打
っ
て
必
要
な

種
痘
の
苗
を
福
井
に
持
ち
込
み
ま

す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
天
然
痘
の
膿

を
敢
え
て
体
内
に
植
え
込
む
種
痘

の
普
及
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難

が
立
ち
は
だ
か
り
ま
す
。
そ
れ
で

も
良
策
は
、
妻
・
千
穂
に
支
え
ら

れ
な
が
ら
疫
病
と
闘
い
続
け
て
い

き
ま
す
。

　

海
外
か
ら
「
種
痘
の
苗
」
を
取

り
寄
せ
る
た
め
に
奔
走
し
ま
す

が
、
幕
府
の
許
可
も
必
要
に
な
り

ま
す
。
実
現
は
極
め
て
困
難
に
も

関
わ
ら
ず
、
決
し
て
諦
め
な
い
良

策
の
夢
と
志
が
、
や
が
て
福
井

藩
、
幕
府
を
巻
き
込
ん
で
い
き
ま

す
。

　

主
人
公
・
良
策
の
執
念
も
す
ご

い
と
思
い
ま
す
が
、
陰
な
が
ら
良

策
を
支
え
続
け
て
き
た
、
妻
・
千

穂
の
か
け
が
え
の
な
さ
に
感
動
し

ま
す
。

　

主
人
公
良
策
役
に
、
松
坂
桃
李

さ
ん
、
妻
役
に
芳
根
京
子
さ
ん
、

京
都
の
蘭
方
医
役
に
役
所
広
司
さ

ん
の
３
人
が
、
大
熱
演
し
て
い
ま

す
。

　

医
学
の
歴
史
に
多
く
の
希
望
を

見
出
し
た
感
動
の
実
話
に
基
づ
く

映
画
「
雪
の
花
―
と
も
に
在
り
て

―
」。
医
学
の
本
質
と
倫
理
観
に

満
ち
た
作
品
。
映
画
館
の
大
ス
ク

リ
ー
ン
で
鑑
賞
さ
れ
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
？　

無
償
の
愛
の
素

晴
ら
し
い
感
動
を
共
に
し
ま
せ
ん

か
？【

赤
穂
郡
・
白
岩
歯
科
医
院
】

Ⓒ2025映画「雪の花」
製作委員会　　　　

「個人保険」団体割引のご案内

明治安田・大樹・富国・三井住友海上あいおい生命の個人保険にご加入の先生方は、協会

の自動引落をご利用になると、保険料の団体割引が適用されます。ぜひ、ご利用ください。

明治安田生命、大樹生命、富国生命、
　　　　三井住友海上あいおい生命の 　

　　個人保険にご加入の皆様へ

お問い合わせは共済部「保険医年金」担当（☎078－393－1805)まで

　「年金融資」は、「保険医年金」ご加入中の方が資金ご入用の場合
に、「保険医年金」の加入を継続したまま融資を受けられる、兵庫県医
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「保険医年金」ご加入の皆さまへ ――

「年金融資」をご利用ください
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５年超～７年以内 年1.000％

　※最高1,000万円まで（ただし年金積立金限度）
　　毎週木曜申込締切、翌週金曜実行

環
境
・
公
害
対
策
部　

エ
ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
案
と

地
球
温
暖
化
対
策
計
画
案
へ
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

脱
原
発
・
再
エ
ネ
中
心
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
計
画
を
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確
定
申
告
と
日
常
業
務
の
双
方
に
対

応
。
医
業
所
得
の
計
算
、
損
益
計
算
書

の
作
成
、
措
置
法
の
選
択
、
確
定
申
告

書
の
記
載
例
な
ど
詳
述
。
そ
の
他
、
承

継
・
閉
院
、
ス
タ
ッ
フ
の
税
務
と
給

与
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
な
ど
も
解
説

確定申告個別相談会確定申告個別相談会
日　時　 ３月１日（土）
　　　　３月２日（日）
　　　　13時～16時のうち１時間
会　場　協会会議室
費　用　
相談料（相談のみの方） １万円
申告書自己提出の方 ２万円
措置法26条による申告書作成 ３万円～
青色申告等実額による申告書作成 ５万円～
※ ２月25日（火）までに要事前予約。
　先着順に受付

確定申告直前の最終確認、総仕上げに！

（７・６面「確定申告の留意点」のつづき）

３．オンライン資格確認補助金
　オンライン資格確認関係の補助金
は、補助金の「交付決定日」の属す
る年分の事業収入として計上しま
す。システム導入のために支払った
費用は支出した年分の必要経費とし
て処理します。補助金で事業用固定
資産を取得した場合は、その耐用年
数に応じて減価償却をして各年分の
必要経費に算入します。システム改
修費等もオンライン資格確認関係補
助金の対象になります。「圧縮記
帳」を適用する場合は、「国庫補助
金等の総収入金額不算入に関する明
細書」の記入と確定申告書への添付
が必要です。

Ⅵ．その他の所得について

１．給与所得
　校医手当、保健所や医師会の出務
手当等は、「源泉徴収票」で把握
し、申告書に記載します。
２．譲渡所得
　車両や医療機器を下取りに出した
場合は、下取金額を収入金額として
その残存帳簿価額を控除し、そこか
ら50万円の特別控除ができます（譲
渡利益が限度）。５年以上保有した
資産である場合は、さらに２分の１
をした金額が課税対象となります。
譲渡損失がある場合は、他の所得と
損益通算できます。
３．一時所得
　生命保険や保険医年金の解約金・
満期返戻金等は一時所得の収入金額
となります。収入金額から収入を得
るために支払った掛金を控除し、利
益を限度に50万円の特別控除ができ
ます。ここからさらに２分の１をし
た金額が所得となります。
４．雑所得
　原稿料、講演料等の報酬は雑所得
となります。収入からこれに対応す
る費用を控除して所得を計算しま
す。その他、公的年金、私的年金を
受給している場合も雑所得となりま
す。
５．新規開業医の注意点

　新規開業の場合は、本年度は当初
費用が多く収入が少ないこと等によ
り事業所得が赤字である場合があり
ます。このような場合は勤務期間中
の給与所得・退職所得の申告を忘れ
ずにご検討ください。給与・退職金
から源泉徴収された税金がある場合
は、還付の請求ができます。また損
益通算の規定を適用してもまだ控除
しきれない赤字の金額（純損失の金
額）がある場合には、青色申告の場
合、その損失の金額を翌年以後３年
間に繰り越すことができます。

Ⅶ．消費税の計算と申告

１ ．令和６年分の消費税確定申告を
する義務のある者
　令和４年分の「消費税の課税売上
高」が1,000万円超である場合は、
令和６年分の消費税確定申告をする
義務があります。毎年、２年前（基
準期間）の課税売上高によって、そ
の年の消費税の申告義務の有無を判
断します。基準期間の課税売上高が
1,000万円以下の場合は、免税事業
者となり、消費税の申告は不要で
す。
　ただし、平成25年以降は、基準期
間の課税売上高が1,000万円以下で
あっても、その前年（令和５年）１
月１日から６月30日までの期間の課
税売上高（課税売上高に代えてその
期間に支払った給与等の支払金額で
判定することもできます）が1,000
万円超である場合には、その年（令
和６年）は課税事業者となります。
２ ．消費税の課税売上となる医業収
入等
　通常の医業収入等について、消費
税の課税売上、非課税売上、不課税
売上を区分することが必要です。
①課税売上
　自由診療収入（文書料、処理費等
を含む）のうち、下記の②以外のも
の、ワクチン接種費用、事業用資産
の売却収入等
②非課税売上
　保険診療収入、助産収入、自賠責
収入、労災収入、居住用賃貸家屋に
伴う収入、地代収入等

③不課税売上
　ワクチン接種のための支援事業、
公的補助金、助成金、生損保満期返
戻金、生損保解約金収入等
３．消費税の計算方法
　消費税の計算方法には、本則課税
と簡易課税がありますが、詳しくは
税理士、あるいは協会にお問い合わ
せください。
４ ．ワクチン接種費用
　政府は、ワクチン接種を推進する
ために様々な支援策を行っていま
す。ワクチン接種の取り扱いは、保
険診療収入とされておらず、消費税
は課税となります。新型コロナウイ
ルスワクチンでは、個別接種促進の
ための支援事業が設けられました
が、ワクチン接種の対価として支給
されるものではなく、診療所におけ
るさらなる接種回数の底上げを図る
ための協力金の性質を有し、消費税
は不課税でした。このように同じワ
クチン接種のための収入であって
も、内容によって消費税の取り扱い
が異なるので、注意が必要です。

Ⅷ ．マイナンバー制度につ
いて

　マイナンバー制度の導入に伴い、
所得税の確定申告書の記載にあたっ
て、納税者本人、配偶者控除を受け
る場合の配偶者、扶養控除を受ける
場合の扶養親族（16歳未満の年少扶
養親族を含む）、事業専従者のマイ
ナンバーを記載しなければならなく
なりました。また、申告書の提出に
際しても、本人確認書類の提示また
は写しの添付が必要となりました。
　ただし、マイナンバーを記載しな
い確定申告書もなお有効であり、受
付が断られるわけではありません。

Ⅸ．インボイス制度について

　令和５年10月１日から、消費税の
仕入税額控除の方式としてインボイ
ス制度（適格請求書等保存方式）が
開始されました。適格請求書（イン
ボイス）とは、売手が買手に対し
て、正確な適用税率や消費税額等を

伝えるものです。具体的には、現行
の「区分記載請求書」に「登録番
号」、「適用税率」及び「消費税額
等」の記載が追加された書類やデー
タをいいます。適格請求書（インボ
イス）を発行できるのは『適格請求
書発行事業者』に限られ、この『適
格請求書発行事業者』になるために
は、納税地を所轄する税務署長に登
録申請書を提出し登録を受ける必要
があります。
　免税事業者が課税事業者を選択す
る場合には激変緩和措置として納税
額を売上税額の２割に軽減する（２
割特例）が講じられています（令和
８年まで）。

Ⅹ．電子帳簿保存法の改正

　令和４年１月１日より電子帳簿保
存法が改正されました。事業者に関
係する電子取引とは、取引に際して
受領しまたは交付する領収証や請求
書を電磁的方式により受領すること
をいいます。
　電子取引をした場合、令和５年12
月31日までは領収証や請求書を紙に
プリントアウトして保存することが
認められていましたが、令和６年１
月１日以後は電子取引をした場合に
は、電子データを一定の要件で保存
しなければなりません。
　ただし、準備が間に合わない事業
者に配慮して「相当の理由」がある
場合には電子データ保存のみでよい
とされています。

Ⅺ．終わりに

　所得税、贈与税の確定申告期限
（提出、納付期限）は３月17日、消
費税の確定申告期限（提出、納付期
限）は３月31日です。今年の振替納
税による口座引落としは、所得税は
４月23日、消費税は４月30日です。
期限に遅れると加算税や延滞税が課
されます。青色申告特別控除など期
限後申告となった場合に適用ができ
ない取り扱いになっている規定もあ
りますから、注意が必要です。

会員無料。ご注文は、☎078－393－1807まで

税・医療・介護・生活保護等役立つ制度を解説

　税金・医療・介護・生活保護等、幅広く制度の内
容について解説。協会も加入する兵庫県社会保障推
進協議会が隔年で発行しているものです。（発行：
2024年12月）

「くらしと命を守るハンドブック」「くらしと命を守るハンドブック」
2024－2025年版 ご活用ください2024－2025年版 ご活用ください

スタッフの採用・育成でお困りではありませんか？ 経営状況を把握していますか？

医院経営に関する幅広い知識を習得できる！

医院経営研究会ご入会くださご入会ください!い!

◎毎月のセミナー（１回3,000円）を参加費無料で受講できます
　（パソコン講座（通常7,000円）はパソコン使用料1,000円のみを頂きます）
◎セミナーのテキストとレポート（通常2,000円）を無料でお届けします
◎協会推奨の伝票類（通常１冊200円）が無料でご利用いただけます
◎税理士や社労士など専門家との個別相談が無料（年２回まで。通常１時間5000円）
◎ 医院経営にすぐ役立つ書籍（通常1,000円）を改訂毎に無料でお届けします

お申し込み・お問い合わせは、☎078－393－1807まで

会費は月額2,000円

◆2024年度セミナー（例会）カリキュラム（２月まで終了）

６月　　日常記帳基礎講座
７月　　パソコン記帳講座
８月　　 法人の解散・継承
９月　　 相続税対策
10月　　成長できる職場づくり
11月　　年末調整
12月　　決算処理のポイント
※ セミナーは原則として毎月第４土曜
日の14時30分～17時に開催。パソコ
ン講座以外は、Zoom配信も予定

2024年
１月　　　　 パソコン決算講座
１月～２月　 税務個別相談
２月　　　　 確定申告研究会
４月26日（土）労務に関する法改正（仮）
５月24日（土）遺言作成の留意点
※ 2025年６月以降のカリキュラムは
改めてお知らせします

2025年
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支払区分「42」（特例高齢者）は70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金の軽減特例措置の金額を表示しています。

令和

令和

 （５面につづく）

（７面からのつづき）

水準省エネ住宅・省エネ基準適合
住宅について1,000万円上乗せし
ます。新築住宅の床面積要件につ
いて、合計所得金額1,000万円以
下の者に限り40㎡以上に緩和しま
す。

・ 住宅リフォーム税制について、子
育て世代の居住環境改善の観点か
ら、子育て世帯および若者夫婦世
帯が行う一定の子育て対応改修工
事を対象に加えることとなりまし
た。

Ⅲ．青色申告者の特典

　青色申告の承認を受けている方
は、様々な特典があります。代表的
な特典を下記に記載します。くわし
くは税理士、あるいは協会にお問い
合わせください。
１．青色申告特別控除
　所得より10万円（または55万円、
65万円）控除できる。
２．青色事業専従者給与
　配偶者や親族に対する給与を必要
経費に算入できる。
３．純損失の繰越し、繰戻し
　事業所得等に赤字が生じた場合、
翌年以後３年間にわたって繰越し、
または前年に繰戻しができる。
４．各種特別償却、税額控除
　一定の減価償却資産を取得した場
合、特別償却または税額控除ができ
る。また、給与等の引き上げ、試験
研究を行った場合などに税額控除が
できる。
５ ．少額減価償却資産の必要経費算
入

　10万円以上30万円未満の減価償却
資産を購入した場合、事業供用年度
に一括で必要経費に算入できる（上
限300万円）。

Ⅳ．事業（医業）所得の計算

１ ．保険診療収入が5,000万円以下
の場合
①所得計算の選択（青色申告、白色
申告を問いません）
　㋐実額計算による所得計算
　㋑ 保険診療収入は『四段階の特
例』計算（措置法26条）、自由
診療収入は実額計算

　㋐㋑いずれか有利な計算方法を選
択できます。ただし、特例計算を選
択する場合は申告書２表の特例適用
欄に「措置法26条」と記載すること
が要件となっています。
　また、医業収入総額が7,000万円
を超える場合は、特例計算の選択が
できないこととなっていますので、
ご注意ください。
②『四段階の特例』とは、保険診療
収入金額に「保険診療収入金額に応
じた必要経費率」を乗じた金額を必
要経費とし、保険診療に係る所得を
計算する方法ですが、具体的には、
下表により計算します。

■「四段階の特例」の必要経費の計算法

保険診療収入金額 必要経費率

2,500万円以下の部分 72％

2,500万円超3,000万円以下の部分 70％

3,000万円超4,000万円以下の部分 62％

4,000万円超5,000万円以下の部分 57％

③特例計算を選択する場合の自由診
療等に係る所得の計算は「青色申告
決算書（一般用）付表」《医師及び
歯科医師用》、また白色申告の場合
は「収支内訳書（一般用）付表」
《医師及び歯科医師用》を用いて計
算します（７面参照）。
　保険診療収入は点数からの逆算に
より計算しますので、実額で把握し

た保険診療収入とは異なる場合があ
ります。必要経費については、記帳
に基づき計算された総額を、まず保
険診療収入と自由診療収入ごとに、
固有の経費に区分します。次に共通
経費については、原則として収入金
額基準で配分します。自由診療収入
に対応する固有経費と共通経費のう
ち自由診療収入に配分されたものの
合計が自由診療収入の必要経費とな
ります。
２ ．保険診療収入が5,000万円超の
場合
　保険診療収入が5,000万円超の場
合は、『四段階の特例』は選択でき
ません。記帳に基づき実際の収入、
必要経費を計算します（実額計算）。
３ ．「青色申告決算書」「収支内訳
書」（白色申告書）の作成上の留
意点
①保険診療収入
（ア）国保、支払基金、介護保険等
の通知書から点数逆算金額を算出し
て集計します。具体的には、７面の
収支内訳書記載の方法を参考にして
ください。
（イ）実額計算の場合は、窓口保険
収入と国保、支払基金および介護保
険の振込額を合計した金額となりま
す。なお、未収金を含みます。
②自由診療収入
　窓口自由診療収入（文書料等を含
む）、介護保険の主治医意見書作成
料、特定健診・特定保健指導料等を
集計します。なお、未収金を含みま
す。
③期首棚卸、期中仕入、期末棚卸
　期首棚卸には、令和５年の期末棚
卸額を記入します。期末棚卸には、
令和６年12月31日現在の在庫有高を
記入します。期中仕入は、令和６年
１月１日から令和６年12月31日まで
に納入された薬品等の金額を記入し
ます。毎月の締切日が末日以外の場

合、令和７年１月締め分の請求書か
ら令和６年12月中の仕入高を加算し
なければなりません。
④接待交際費
　税務調査の重点項目とされていま
すから、領収書等に接待、贈答の相
手先、目的等をメモし、事業に直接
関連する費用であることが説明でき
るようにしておくことが必要です。
⑤青色事業専従者給与
　事前に「青色事業専従者給与に関
する届出書」が提出されているこ
と、給与の対価が届出の範囲内の額
で職務対価として適正であること、
従事可能期間のおおむね２分の１以
上の従事期間があること、支給事実
と支払の記帳があること等が要件と
されています。
　調査に際しては、従事の程度や適
正額であるかどうかに重点を置かれ
ますので、従事内容、従事期間、金
額の妥当性を説明できるようにして
おくことが必要です。
⑥家事関連費の処理
　医院と自宅が兼用されている場合
は、電気代、水道代、ガス代、電話
料、固定資産税、借入金利息等につ
いては、家事費になる部分は必要経
費になりませんから、合理的に計算
して必要経費から除外しておくこと
が必要です。医院と自宅が兼用され
ていない場合であっても、必要経費
全般の記帳にあたり、事業との関連
性を説明できるようにしておく必要
があります。

Ⅴ ．感染症関連給付金・助成
金・支援金等の課税関係

　下記の収入は所得税課税となりま
すので注意が必要です。
１．雇用調整助成金
　雇用調整助成金は支給決定時また
は経費発生時に事業収入に算入しま
す。経費発生時とは助成金等の支給
対象となる経費を支出した時をいい
ます。経費発生時に計上する場合、
経費となる給与を補填する制度のた
め、休業日のあった日の属する年
に、金額が確定しない場合であって
も未収金計上します。消費税は不課
税です。
２．感染拡大防止等支援金
　医療機関・薬局等における感染拡
大防止等支援事業における補助金は
支給決定時または経費発生時に収入
計上します。すでに支出した経費に
対する交付ですが、将来支出する予
定の経費も含めて概算申請すること
ができます。その場合は年度内に支
出する経費に対する交付金のみを事
業収入に算入します。消費税は不課
税ですが、事業実施に伴う経費につ
いて課税仕入をした場合は補助金の
返還等を求められる規定が設けられ
ていますので注意が必要です。
　また、補助金等を10万円以上の固
定資産の取得等に充てた場合におい
て一定の要件を満たすときは、その
取得等に充てた部分に相当する金額
を総収入金額に算入しない（総収入
金額不算入）ことができます。これ
は措置法差額（措置法26条）の適用
を受ける方なども対象となります。
なお、確定申告時に「国庫補助金等
の総収入金額不算入に関する明細
書」の提出が必要ですのでご注意く
ださい。
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Ⅰ．はじめに

　令和６年度税制改正においては、
賃金上昇が物価高に追いついていな
い国民の負担を緩和し、物価上昇を
上回る持続的な賃上げが行われる経
済の実現を目指す観点から、所得税
・個人住民税の定額減税の実施や、
賃上げ促進税制の強化等を行いまし
た。
　また、資本蓄積の推進や生産性の
向上により、供給力を強化するため
として、戦略分野国内生産促進税制
やイノベーションボックス税制を創
設し、スタートアップ・エコシステ

ムの抜本的強化のための措置を講じ
ました。
　以下、所得税、資産税関係につい
て述べていきます。

Ⅱ．主要改正項目

１．所得税・個人住民税の定額減税
　デフレに後戻りさせないための措
置の一環として、令和６年の所得税
・個人住民税の定額減税を実施し、
賃金上昇と相まって、国民所得の伸
びが物価上昇を上回る状況をつく
り、デフレマインドの払拭と好循環
の実現につなげていくこととしまし
た。

　具体的には、納税者及び配偶者を
含めた扶養家族１人につき、令和６
年分の所得税３万円、令和６年度分
の個人住民税１万円の減税を行うこ
ととし、令和６年６月以降の源泉徴
収・特別徴収等、実務上できる限り
速やかに実施することとしました。
　ただし、合計所得金額1,805万円
超（給与収入のみの場合、給与収入
2,000万円超に相当）の高額所得者
については対象外としました。
　なお、個人事業者については確定
申告書44番に「令和６年分特別税額
控除（３万円×人数）」欄が追加さ
れていますので控除額の記入漏れに
注意が必要です。

２．賃上げ促進税制の強化
　物価高に負けない構造的・持続的
な賃上げの動きをより多くの国民に
拡げ、効果を深めるため、賃上げ促
進税制を強化し、適用期限を３年間
延長しました。
３．住宅ローン控除の拡充
　住宅ローン控除および住宅リフォ
ーム税制については、現下の急激な
住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、
・ 住宅ローン控除について、子育て
世帯および若者夫婦世帯における
借入限度額を、新築等の認定住宅
について500万円、新築等のZEH
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はじめに
　言語聴覚士（以下ST）は、高次
脳機能障害や失語症のほか、嚥下障
害に対して評価・訓練、環境調整を
実施しています。2023年現在STは
４万人弱、兵庫県においては1,000
人を超えましたが、他のリハビリ職
に比べると非常に少ないです。その
ため地域医療にまで十分に言語療法
が行き届いていないのが現状です。

地域で期待される歯科の役割
　地域包括ケアシステムでは在宅医
療を促進しており、治すことが中心
の「従来型医療」から、治し支える
「生活支援型医療」へと転換しつつ
あります。歯科の分野においても、
居宅療養管理指導費などが算定され
地域での役割が大きくなっていま
す。
　厚生労働省保険局が実施したケア
マネジャーへの調査において、ケア
プランに反映する上で歯科医師に詳
細な情報提供を期待した事項は、
「摂食・嚥下機能」が多かったと報
告があります（図１）。
　つまり地域における歯科の役割で
期待されているのは、「虫歯の治
療、義歯の調整」から「食べる機能
の維持・回復への支援」となってき
ており、まさに生活支援型医療へと
転換しつつあります。
　普段から嚥下機能面について診療
いただいているとは思いますが、改
めて専門職としての視点を意識して
いただき、より口腔機能について理
解を深めていただくことが、チーム
医療での歯科の存在意義をさらに大
きくしていくと考えられます。

嚥下障害に対するリハビリプログラム
　ご存知の通り嚥下というのは、食
物認知～胃に到達するまでを５段階
に分類しています。そのすべてで起
こりうる嚥下障害に対するリハビリ
プログラムのごく一例をお伝えいた
します。
　先行期は認知症の方が障害される
ことが多く、異食や早食い、一口量
が多いことによりため込みを認めま
す。冷蔵庫を別で設置したり、食具
を変更し、物理的に一口量を少なく
するなどの環境調整を行います。
　準備期は口腔内感覚低下や咀嚼力

低下、口腔内乾燥による食塊形成不
十分が起こりうる症状です。その際
は氷を用いた感覚入力練習などを行
っていきます。
　口腔期は舌運動機能が悪く咽頭に
送り込めない、感覚不良によるため
込みがみられたりします。この段階
のアプローチは舌運動練習や筋力練
習、のどのアイスマッサージが中心
となります。
　咽頭期は感覚低下による嚥下反射
惹起不良、筋力・嚥下圧不足による
喉の食塊残留、タイミングのずれに
よる誤嚥が挙げられます。感覚入力
練習や嚥下圧を高めるための筋力練
習を行います。
　食道期はがんなどの器質的狭窄に
よるつかえ感が生じます。ステント
術のほか、バルーンカテーテルを使
用した拡張練習を実施します。
　上記以外にも呼吸機能を重視しま
す。なぜかというと、誤嚥した際に
肺から喉に吐き出せるほどの咳嗽力
が必要になるからです。強い咳をす
るためには、図２のような条件が必
要です。空気を吸うための胸郭が固
くなってしまうと、中にある肺も膨
らみにくく空気が入らないため、胸
郭の柔軟性を促すことは重要になり
ます（図２）。
　写真のようなるい痩がある方は呼
吸機能の低下、低栄養が考えられま
す（図３）。ブローイング練習のほ
か胸郭可動域練習を実施します。
　リハビリ開始時には、すでに嚥下
障害が進行している状態です。ST
が介入する前段階で嚥下状態に注意
をむけられる人が近くにいるだけ
で、リハビリ開始が早まり誤嚥リス
クを軽減でき、食べる幸せを提供し
続けることが可能になります。その
ため口腔内視診の際に舌機能評価・
胸部も併せてチェックしていただけ
たらと思います。

歯科と多職種の連携の重要性
　歯科が多職種と連携しなくてはな
らないのは、糖尿病などの重症化防
止、栄養等さまざまな面からも明ら
かです。誤嚥性肺炎においてはST
が評価を行い、治療方針・訓練内容
を指導し、訓練をしていただくとい
うように連携をすることが非常に重
要です。安全性を担保する意味でも
専門職であるSTが診断・指導する

言語聴覚士 田中　さゆり氏講演

言語聴覚士と歯科医師の連携により
広がるサービスの質の向上について

図１　ケアマネジャーが歯科医師に詳細な情報提供を期待した事項

図２　強い咳をするための条件

図３ことで、安全な在宅診療が実現でき
ると考えています。また治療方針の
統一化を行うことで、早期に目標到
達をすることが可能になります。嚥
下評価からなにから歯科だけで抱え
込まず、歯科を含めたチームでうま
く連携すれば、在宅生活の支援や地
域包括ケアシステムの一角を担える
のではないかと考えています。
　また、ケアの際に口腔体操を実施
していただけたらと思います。もち
ろん40分と５分のリハビリ効果は異
なりますが、おひとりでは５分も実
施されない患者様にとって良い運動
になります。少しでも口腔体操を実
施していただくことで、サービスの
質が向上し加算にも意義が生まれて
くると思いますので、ぜひ体操も加
えた診療プログラムの立案をお願い
できればと思います。
　介護保険では１週間120分までと
いうリハビリ制限があり、介護保険
点数外で介入できる歯科のお力をお
借りすることが重要だと考えていま
す。訪問歯科のご協力があれば、訪
問リハビリでのケアが簡略化され訓
練時間の確保が可能となり、嚥下機
能の改善に繋がると確信していま
す。このように連携をとることで患
者様のQOLの向上につながってきま
す。

STと歯科の連携の課題と展望
　現在の歯科診療にはSTリハビリ
は点数に定められていません。その
ため指示書をSTに発行しても点数

が取れないため、連携したくてもで
きないこともあるかと思います。ケ
アマネジャーに連絡、ST介入後に
歯科で実施できる訓練内容を指導し
ていただくことも地域連携の一つで
す。現段階では歯科クリニックで地
域のSTと連携が取れるというクリ
ニックの付加価値を浸透させていく
ことで、地域医療における歯科の役
割や利用者様のニーズにこたえられ
ることが多くなってくると考えてい
ます。
　STと歯科との連携は今後さらに
強くなり、地域医療における嚥下機
能維持には歯科の協力が必須となり
ます。嚥下評価を歯科だけでどうに
かしようとせず、STからの指導を
もとにチーム連携を実現し、ST・
歯科の連携から地域包括ケアシステ
ムをさらに強めていけるよう、今後
も連携をとる方法を一緒に考えてい
けたらと思います。
（2024年11月10日、歯科訪問診療対
策研究会＆第32回歯科臨床談話会よ
り）
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審査･指導相談日 ●３月13日（木）15時～ ●協会５階会議室

※医科は事前予約制☎078－393－1840まで、歯科は随時☎078－393－1809まで

※「指導通知」が届いたら、まず保険医協会にご連絡ください。

「保険でより良い歯科医療を求める」「保険でより良い歯科医療を求める」
署名にご協力を！署名にご協力を！
　協会歯科部会は、①窓口負担の引き下げ　
②保険適用範囲の拡大　③国の歯科予算の大
幅拡大を求める請願署名に取り組んでいま
す。
　すべての国民が、いつでも、どこでも、お
金の心配なく歯科治療を受けられるよう、署
名へのご協力をお願いいたします。

※まずは先生のご署名を！職員、患者さんに
も呼びかけてください。
※署名用紙や署名付きポケットティッシュな
どグッズのご注文は、☎078－393－1809まで

▲署名用紙。オンライン
署名は上の二次元コード
から！


